
課税証明書の請求には
これらを用意する必要があるよ。

①課税証明等請求書（市・府民税）
②本人確認書類
③（本人以外が請求する場合）本人からの委任状

請求書の記入方法は、これから
僕、たけにょんが説明するよ。
難しくないから、たけにょんと一緒に記入してみよう！

こんにちは、
西京区マスコットキャラクターのたけにょんだよ。
今日は個人の方が区役所等に来庁されて、
課税証明書を請求するときの方法について
説明するにょん♪

西京区マスコット
キャラクター

にしきょう・たけにょん
（特別出張講座中）



まず、京都市に課税（所得）証明書を請求する前に、
一つだけ注意事項があるよ。

課税（所得）証明書は、その年の1月1日にいた
自治体で発行されるよ。

課税（所得）証明書は
1月1日にいた自治体

で発行だよ。

例えば、令和6年度の課税（所得）証明書が必要で、
令和6年1月1日には亀岡市にいたけど、令和6年4月1日に
京都市に転入したとするなら、亀岡市で発行だよ。

逆に、令和6年1月1日には京都市にいたけど、令和6年4月
1日に亀岡市に転出したら、京都市で発行だよ。

転出入した方は、証明書の請求先に注意してね。

1月1日に京都市に住所があった
⇒京都市で課税（所得）証明書を発行

1月1日に京都市に住所がなかった
⇒1月1日に住所があった自治体で発行



まずは
①の課税証明等請求書（市・府民税）
の作成から始めてみよう。
右の添付ファイルをクリックし、
プリントアウトしてみよう。

区役所等にも備付けの請求書があるので、
区役所等で記入しても、もちろん大丈夫だよ。

①課税証明等請求書（市・府民税）

課税証明等請求書
（市・府民税）

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000151/151204/seikyuusyo.pdf
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000151/151204/seikyuusyo.pdf


①の請求書
の記入だよ。

まずは枠内を
記入するよ。



証明書が

必要な方の情報
の記入だよ。

ここでは、証明書が必要な方の情報を記入するよ。

本人の証明書が必要であれば、
本人の情報を、

妻が夫の証明書を代理で請求するなら、
夫の情報を、

記入するにょん♪



証明書が

必要な方の情報
の記入だよ。

住所は今お住まいの住所を記入してね。

でも1月1日現在の住所が、
今お住まいの住所と同じなら記入は不要だよ。

1月1日現在の住所は、
令和6年度の証明書なら、
令和6年1月1日の京都市にお住まいだった時の住所を、
令和5年度の証明書なら、
令和5年1月1日の京都市にお住まいだった時の住所を、
思い出して記入してね。



証明書が

必要な方の情報
の記入だよ。

続いて、
氏名、生年月日を記入するよ。

納税者コードは、
分からない場合は記入しなくてもいいにょん♪
課税がある方には、「納税通知書」や「税額決定通知書」を
京都市から送付するんだけど、
その書類に納税者コードが印字されているよ。
よろしければ、納税者コードを記入していただけますと、
窓口の職員さんが速やかに処理できるので、
記入してくれると嬉しいな。

最後に、請求日を記入してね。



どの証明が
必要？

所得証明は、
所得の金額のみの証明だよ。

全部記載されている
課税証明【全項目証明】は
所得の金額、課税額（税額）、課税標準額、
扶養人数などの控除の内訳まで
記載されるんだ。
児童手当用はこれだよ。

課税証明【課標証明】は、

課税額（税額）と課税標準額の
みの証明だよ。

課税証明【課税額証明】は、
課税額（税額）のみの証明だよ。



どの証明が
必要？

どの証明でどの項目が証明されるかを
まとめると、上の表のようになるよ。

必要な証明事項の内容を提出先に確認して、
適切な証明書を選んでね。

所得の金額 課税額 課税標準額 控除の内訳
所得証明 ○ × × ×
課税証明【全項目証明】 ○ ○ ○ ○
課税証明【課税額証明】 × ○ × ×
課税証明【課標証明】 × ○ ○ ×

証明事項
証明書の種類

証明事項の記載の有無　　　　○・・・有　　　　×・・・無



「非課税証明書」
ってないの？

京都市には「非課税証明書」という名前の証明は
ないんだよ。

「非課税証明書」が必要な場合は、
課税証明の【全項目証明】か【課税額証明】を
請求してね。

所得の金額 課税額 課税標準額 控除の内訳
所得証明 ○ × × ×
課税証明【全項目証明】 ○ ○ ○ ○
課税証明【課税額証明】 × ○ × ×
課税証明【課標証明】 × ○ ○ ×

証明事項
証明書の種類

証明事項の記載の有無　　　　○・・・有　　　　×・・・無



何年度の証明が
何通必要？

最新の年度は令和6年度だよ。
内容は令和5年中の所得が反映されるよ。

令和6年度分と令和5年度分の2年分が1通ずつ必要の場合
は、『令和5、6年度分』『各1通』
と記入してね。

今回の場合だと、証明書は1通350円だから・・・
課税証明【全項目証明】が2年度分で1通ずつだから・・・
350円×2なので、700円だね！

使いみちは、適切なものを選んでね。



請求される方の
情報を記入、

もうすぐ完成だよ。

本人からの請求の時は、
「同上」とだけ記入し、請求書は完成だよ。

本人以外の方が請求される場合は、
請求される方の住所、氏名、生年月日と、
必要な方との関係にチェック、記入をしてね。

課税証明等請求書はこれで完成だにょん♪
では、最寄の発行窓口に行きましょう・・・
でも、その前に・・・

請求者、つまり窓口に来られる方の情報を記入するよ。



本人確認書類を
お忘れなく。

本人確認書類は
運転免許証や健康保険証等のことだよ。
マイナンバーカードも、もちろん使えるよ。
通知カードは本人確認書類ではないのでご注意を。
代理人が請求する場合は、
代理人の本人確認書類が必要だよ。

②本人確認書類

マイナンバーカード表面
○ 本人確認書類です

通知カード

× 本人確認書類では
ありません



（本人以外が請求するなら）
委任状を

必要なら用意しよう。

③（本人以外が請求する場合）本人からの委任状

本人以外の人が請求するなら、
委任状が必要だよ。

委任状は特に決まった書式はないけど、見本
があるので、良ければ使ってね。

ただし、京都市内に住所があり、本人と同一
世帯の親族の方が請求する場合は、委任状
は省略できるよ（※）。
※同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人のみ

一方で、京都市外の方、京都市外に転出した
方は、ご面倒だけど、同一世帯であっても委
任状は必要になっちゃうんだ。

③委任状

ではでは、改めまして
最寄の発行窓口に行きましょう。
発行窓口ってどこにあるのかな？

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000151/151204/ininjyo.pdf


課税（所得）証明書の発行窓口は、
上の表のとおりだよ。
住所地にかかわりなく、京都市内の
どこの区役所・支所の市民窓口課や
証明書発行コーナーで発行できるよ。

※１ 出張所及び証明書発行コーナーで発行する証明のうち、
一部発行できないものにいついて、各区役所・支所内の市民窓口課等で取り扱う場合があります。

（ビル葆光）

市民税
第1担当
税証明
窓口

所得証明
課税証明

○ ○ ○ ○

証明等の種類
区・支所
市民
窓口課

出張所
※１

証明書発
行

コーナー
※１

行財政局税
務部

資産税課

市税事務所

担当窓口



発行窓口は
どこ？

何時まで？
発行窓口の住所は下記のリンク先で確認できるよ。

区役所・支所の市民窓口課と出張所
証明書発行コーナー
市税事務所市民税第１担当税証明窓口

区役所・支所、証明書発行コーナーであれば、平日の9時から17
時まで証明書を請求できますよ！
市税事務所であれば、平日の8時45分から17時まで証明書を請
求できます！

これで、必要書類を持って、請求するだけ！

課税（所得）証明書は1通350円だよ。

①課税証明等請求書（市・府民税）
②本人確認書類
③（本人以外が請求する場合）本人からの委任状等

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000003123.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000003189.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000194075.html


作成お疲れさまでした。

『たけにょんのすぐわかる課税証明書の請求の方法』
でした。
皆さん、西京、洛西にも遊びに来てね。
たけにょんが待ってるよ～。またね～♪
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